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2006 年 3 月 29 日 
 

民主党 分権革命ビジョン 中間報告 
 

民主党分権調査会 
 

 
一 分権革命の理念 
 

１ 中央集権体制の問題点 
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住民の監視が 
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２ 分権革命を必要とする時代背景 
 
 
 

 
 
 

欧米キャッチアップ・経済成長という国家目標 

経 済 的 豊 か さ の 実 現

欧米キャッチアップの達成 

モデルのない時代 

個性と多様性ある 
社会の必要

中央集権・官僚主導国家 

価値観と住民ニーズの 
多様化 

核家族化と

人口流動

コミュニティーの崩壊

少子化・人口減少 
家族と地域を補完する 

公的ニーズの増大

負担増・給付減が不可避な状況

住民の参加意識を高め 
監視の機会を保障する必要
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３ 分権革命の理念･目的 
 

（１）個性を生かすことで地域の魅力を引き出す 

（２）地域や住民の多様なニーズに適合できる社会をつくる 

（３）国民主権の観点から住民の参加意識を高める 

（４）財政に対する住民の監視を働きやすくする 

   財政効率化は、これらの結果であって、理念･目的ではない。 
 
 
４ 役割分担と自治体のあり方に関する基本的考え方 
 
 個性・適合・参加・監視 
    いずれにおいても、より小さい単位であるほど機能しやすい。 

   
補完性の原理を貫徹すべきである。 

 
 すなわち 
問題はより身近な単位で解決されるべきであり、 
 
① 個人･家族･企業･非政府組織では解決困難な問題に限って、 

                基礎自治体が解決を図り、 
② 基礎自治体でも解決困難な問題に限って、 

                広域自治体が解決を図り、 
③ 広域自治体をもってしても解決困難な問題に限って、 

                中央政府が解決を図る 
という原理に基づいて、役割分担されるべきである。 

 
 
      個性･適合･監視＝地域によって状況に格差 

    住民参加の観点 
 

自 治 体 の 大 き さ ･ 単 位 
自 治 体 間 の 連 携 の あ り 方 
基礎自治体と広域自治体の関係 

自治のあり方を 

決めるのも 

自治であるべき 
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二 国と地方の役割分担 
 
１ 国と地方の大まかな行政｢サービス｣の役割分担 
 
   

（１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現物給付的サービス 
住民のニーズに 

対応する必要 
地域の事情に 

対応する必要

住民に身近な 
地方政府で対応

主に 
市町村の 

役割 

主に 
道府県の 

役割 

所得格差と地域格差の 
是正機能 

現金給付サービス 

＝  
画一的で個性を有しないサービス 

全国規模での 
格差是正が必要 

負担と給付が明確な 
保険原理に基づく給付 

規模が大きいほど

リスク分散が容易

所得比例年金 
失業保険 
労災保険等 

地方財政調整

最低保障年金

生活保護等 

中央政府で対応

いわゆる 
社会保障

基金政府 
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２ 中央政府の役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外交 国際空港･港 安保 
出入国管理 国境警備 
食糧･エネルギー安保 
通商貿易･外国為替･関税 
電波･郵便･航空管制 
国際協力 地球環境‥

（１）国際関係業務 

国際社会 
＝  

国家を単位に構成 

どこに住んでも 
どこに移動しても 
予見可能性が確保される必要 

資本･労働力･商品のいずれにおいても 
日本国という単位で 

市場が形成されている 
（５）市場の監視・制御 

通貨 会計 マクロ経済 
独占禁止 公正取引 
金融･証券市場 
労働基準･労働基本権 
登記登録 知的所有権 
消費者保護 規格‥ 

移動と移住が

激しい

狭 い 国 土 

交通機関の発達 

国民が遵守すべき

規範の制定

規範遵守の 
最終的な担保

（４）生存に関わ

る最低水準の確保 

生命に関わる安全水準 
医･歯･薬･食品 原子力 

航空･鉄道･海上交通 

教育の最低水準 

人権に関わる最低水準 

統一された 
ルールの運用

国が国である基本に関わるもの 
天皇･皇室 国家的文化財･自然遺産 

（２）立法 

（３）司法 

準司法機能 
を含む 
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☆地方による上乗せ･横だし給付を否定するものでない 
 
 
 
 
 
 
 
 

※このカテゴリーは地方があえて希望すれば委ねることが可能か？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆中央政府が当然に持つ規範制定権の範囲 

 原則として国民を直接名宛人とする規範の制定のみを行う。他に根拠が

ない場合、例外的に法律が認める場合を除き、地方政府等を名宛人とす

る規範制定はできない。 
 法律に根拠があっても、政省令･通達によっては、地方政府に義務を課

すことはできない。 
 条例制定権を制約し、上乗せ・横だし条例などを禁止するには、特に法

律の規定を必要とする。 
 
【今後の検討課題】 
土壌･水質保全は国でなくて良いか？ 

全国規模での 
格差是正が必要 

負担と給付が明確な 
保険原理に基づく給付

規模が大きいほど 
リスク分散が容易 

所得比例年金 
失業保険 
労災保険 

地方政府間の財政調整 
最低保障年金 子育て手当 
障がい者年金 生活保護等 

画一的で個性を有しない

所得格差と地域格差の 
是正機能

（７）規模の点から 

国単位が不可欠な事務

広域警察（薬物･暴力団･国際･経済‥） 
大規模災害対応 緊急事態対応 

先端医療･希少難病‥ 

特に高度な学術文化･教育

気象･宇宙開発 

（８）以上の事務に 

必然的に付随するもの

財務･行政管理 
公務員制度 

情報公開 
政府所有個人情報国政選挙 訟務 

情報収集 

（６）現金給付サービス
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３ 地方政府の役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個人の生活や 

家族･家庭生活を 

補完するサービス 

子育て･基礎教育

障がい者福祉

高齢者介護

生活インフラ
☆生活道路 
☆上下水道 
☆生活廃棄物 
☆消防･救急‥ 

住宅 

医療 

身近な基礎自治体(市町村)

で行うのが望ましい 

地域の活力を引き出し 

地域コミュニティーを 

補完するサービス

産業（農工商）振興 

雇用･失業対策 
職業訓練･高等教育

警察･道路規制

広域的インフラ
☆都市間道路 
☆河川･港湾 
☆地方空港 
☆産業廃棄物 
☆バス･タクシー‥

土地利用 
農山村計画

都市計画 

一定の規模を持った 

広域自治体(都道府県･州)で 

行うのが望ましい

保険については 
一定の規模が必要 
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４ 市町村(基礎自治体)と都府県･道州(広域自治体)の役割分担 
 
   個性･適合･監視＝地域によって状況に格差 

 住民参加の観点 
 
自 治 体 の 大 き さ ･ 単 位    
自 治 体 間 の 連 携 の あ り 方   
基礎自治体と広域自治体の関係 
 
 
 

① 個人生活や家族･家庭生活を補完するサービスは、基礎自治体

(市町村)が担うという基本を置く 
② 地域の活力を引き出し、地域コミュニティーを補完するサー

ビスは、広域自治体(都府県･道州)が担うという基本を置く 
③ ただし、地域の事情に合わせて、各自治体は、広域連合や自

治区(後述)を活用できる。 
④ さらに、基礎自治体と広域自治体は、両者の協議と合意に基

づき、地域の事情に応じて、最終的な権限･事務の役割分担を

決定する。 
⑤ ただし、基礎自治体がみずから担うことを主張する事務につ

いて、広域自治体がその役割を奪うことは認めない。 
 
 
５ 歳入庁の位置づけと役割 
 

徴税･社会保険料徴収事務について、民主党は、独立の歳入庁構想を提起し

てきた。 
   ↓ 

【今後の検討課題】  
歳入庁の具体的構想＝税制調査会の議論を踏まえた今後の検討課題 

自治のあり方を 

決めるのも 

自治であるべき 



 9

三 自治体の規模 
 

１ 基本的考え方 
 
 ○自治の単位を決めること自体、最も基本的な「自治」である。 
 ○都市と過疎地･離島等、人口集積度の違いが大きく、画一化できない。 
  ↓ 
 基礎自治体･広域自治体とも、地域で自主的に決定すべき 
 それぞれの規模が異なることも、多様性として容認すべき 
 
 ※問題点 
   ①人口規模によって、担当する事務を扱うに不適切な場合が出てくる。 

     ⇒大きすぎる大都市と小さすぎる過疎地･離島 
②合併などをしたくても、相手との合意ができなければ不可能になる。 

 
 
２ 広域連合の活用 
 
 合併は望まないが規模が小さいために処理不能な事務を抱える自治体 
  ↓ 
 いくつかの事務を特定した広域連合を活用する。 
 
 【今後の検討課題】 

○広域連合の意思決定 
広域連合議会が屋上屋的で機能しにくい 
 ↓ 
＜参考案＞構成自治体の首長･議長による会議で意思決定 

 
○広域連合の財源 

構成自治体からの裁量的拠出では、安定的運営が出来ない。 
 ↓ 
定量的決定に基づく拠出のルールが可能か？ 
自主財源的な考え方が可能か？ 
 

○広域連合形成の合意 
財政力の弱い小さな自治体が広域連合を希望 
財政力のある大きな周辺自治体が広域連合を拒否 
 ↓ 
小さな自治体が著しく苦しい状況になる可能性 
 ↓ 
調整や強制を認めるべきか？ 
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補完性の原理
最も身近な 
基礎自治体(市町村)に対する分権が

最優先の課題

広域自治体(都府県･道州)への分権は 
基礎自治体への分権が前提 

基礎自治体への分権が 
不十分なままでの

広域自治体への 
分権の先行

広域自治体単位での 
集権体制になるおそれ 

補完性の原理に基づく 
本格的分権にならない 

３ 自治区の活用 
 
 合併によって地理的に大きくなりすぎた過疎地の市町村 
 人口規模が大きすぎて参加意識･当事者意識を持ちにくい政令指定都市等 
  ↓ 
 基礎自治体よりもさらに小さな自治単位が必要な場合が多い 
  ↓ 
 政令市の区や、合併前の市町村などを単位に、より大きな権限を 
 
 【今後の検討課題】 

○自治区の意思決定 
別途議会等を置くと地方三層制的な非効率になるが良いか？ 
市議が選出区の区議を兼ねるという考え方は？ 
⇔ 

○自治区の財源 
財政民主主義との関係で財政使途は基礎自治体で決める？ 
財政自主権なき自治でどこまでできる？  

 
 
４ コミュニティソリューション 

 
自治区の一形態として、例えば公立小中学校区単位で、独立の庁舎や職員を有

さず、地域住民の積極的な参画のもとで特定行政分野の運営を行う方式を活用

すべき（地域協議会は積極活用）。 
 
 
５ 道州制の基本的考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１） 
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道州制議論の中心 
   ↓ 
規模･単位に 

置かれるおそれ

権限配分という 
本質の問題が 

見えにくくなるおそれ 

 
（２） 
 
 
 
 
 
（３） 
   個性･適合･監視＝地域によって状況に格差 

 住民参加の観点 
 
自 治 体 の 大 き さ ･ 単 位    
自治体間の連携のあり方    
基礎自治体と広域自治体の関係 
        
 
 
もっとも、 
政府･与党による道州制議論が、 
現在、国が有している権限を、 

実質的に広域自治体に分権することにつながるならば、 
半歩前進として、そして将来のあるべき姿に至る経過措置として、 

                 大きな意義がある。 
 
 
６ 民主党の考える道州制のあり方＝緩やかな道州制 

（１）現在の府県を前提として、広域自治体の権限･事務を配分する。 
（２）広域自治体の権限･事務のうち道路･河川等特に広域で扱った方が合理的

な事務については、府県連合としての州を設置し、範囲･対象を限定して

権限･事務を移管できる。 
（３）州の設置と構成は、府県間の合意に基づき、自主的に判断する。 
（４）州を設置した場合、移管した権限･事務については、包括的に州が保持し、

府県には残さない。 
（５）州の財源⇒※今後の検討課題 
（６）州の意思決定⇒【今後の検討課題】 

＜参考例＞意思決定は、各府県知事と各府県議会議長による州評議会で行い、評議

会委員の過半数と、各評議会委員が代表する府県人口の過半数の、双方

を満たさなければならないものとする。 
（７）州の代表者⇒【今後の検討課題】 

＜参考例＞州評議会議長とし、構成府県の知事で毎年、持ちまわる。 
事務執行責任者として事務総長を置き、州評議会で選任する。 

（８）州は法人格を持ち、職員は各府県から移籍させるが、出向ではなく、各

府県と人事体系を完全に区分する。 

自治のあり方を 

決めるのも 

自治であるべき 
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四 税と財政調整の基本的考え方 
 

１ 役割分担に対応した国民負担のあり方⇒※詳細は【今後の検討課題】 
 

所得の再配分を役割とする国税⇒累進課税を基本 
住民ニーズに対応して応益負担的側面の強い地方税⇒定率課税を基本 
 
法人所得課税＝景気変動要因が大きい 

マクロ経済運営(公定歩合･通貨等)＝国の役割 
     ↓ 

国税を基本とする。 

    
その分、消費課税は地方税を基本とする。 
 
社会保険料⇒負担と給付の関係を明確にする 

 
 
２ 財政調整の基本的考え方 
 
（１）財源保障的機能 
 サービスは身近なところで⇔どこに住んでいても一定水準以上のサービスを 
             ↓ 
          財源保障機能を必要とする。 
 ○財源保障措置を取る必要のある分野 

① 子育て支援＝未就学児一人当たりで基礎自治体へ 
② 義務教育＝児童生徒一人当たりで基礎自治体へ 
③ 障がい者福祉＝障がい者一人当たりで基礎自治体へ 
④ 介護＝高齢者一人当たりで基礎自治体へ 
⑤ 医療＝未就学児と高齢者について一人当たりで広域自治体へ 

 ○配分された財源は、それぞれの根拠となった政策に充てるものとする。 
 
（２）財政調整機能 
 ○地域間の所得の再配分は財源保障措置だけでは不十分⇒調整措置の必要 

① 一人当たり所得の違いに着目して、少ない自治体へ 
② 人口密度に着目して、低い自治体へ 

 ○傾斜配分の上、それぞれ上位 1/3 には配分しない。 
 
【今後の検討課題】 
具体的調整ルール
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五 その他、今後更に検討が必要な課題 
○地方議会や首長のあり方など、民主的意思決定手続 
○国の意思決定そのものに、地方の代表が参加し、又は関与するための仕組み 
○国と地方、または、広域自治体(都府県･道州)と基礎自治体(市町村)、地方自治

体相互間などで、意見調整をするシステム 
○あるべき姿に導くプロセス 


